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長野県告示第337号

　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定により認定した救急病院は、次のとおりです。

　　令和３年６月３日　

	 長野県知事　阿　部　守　一

名　　　　称 所　　在　　地 認定の有効期限

医療法人三世会金澤病院 佐久市岩村田804番地 令和６年６月４日

医療政策課

長野県告示第338号

　家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第８条第１項の規定により、農林水産大臣から次のとおり種畜証明書を交付し

た旨通報がありました。

　　令和３年６月３日

	 長野県知事　阿　部　守　一

定期種畜検査に基づく交付

種　畜
証明書
番　号

家畜
の

種類
品　　種

名　　　　前

（登録番号）
飼養者の住所氏名 等級 有効期限 有効区域

第
32020010001

号
豚 ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ｾﾞﾝﾉｰ	ﾃﾞｰ　ﾋｶﾞｼ	
18	2	03992

（日豚 D子	DD03-A004692）

上伊那郡中川村
長野県農協直販株式会社
長野県 SPF 種豚センター

２級
令和3年4月14日

～
令和4年4月13日

全国一円

第
32120010001

号
豚 ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ｾﾞﾝﾉｰ	ﾃﾞｰ　ﾋｶﾞｼ	
19	5	03290

（日豚 D子	DD03-A005247）

上伊那郡中川村
長野県農協直販株式会社
長野県 SPF 種豚センター

２級
令和3年4月14日

～
令和4年4月13日

全国一円
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園芸畜産課家畜防疫対策室

長野県公安委員会告示第35号

　道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の 32 の２第１項の規定により認定した者から、運転免許取得者教育の認定

に関する規則（平成12年国家公安委員会規則第４号）第７条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第２項の規

定により公示します。

　　令和３年６月３日

	 長野県公安委員会委員長　矢ケ崎　　　学

運転免許取得者教育を行う
者の氏名又は名称

運転免許取得者教育に
使用する施設の名称

変更事項 変更前 変更後 変更年月日

株式会社小諸自動車教習所 小諸自動車教習所 氏名又は名称
有限会社小諸

自動車教習所

株式会社小諸

自動車教習所
令和３年５月１日

株式会社小諸自動車教習所 小諸自動車教習所 代表者の氏名 原　田　　充 中	込	裕	幸 令和３年５月１日

東北信運転免許課

長野県告示第339号

　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第39号）第３条第１項の規定により、電線共同溝を整備すべき道

路を次のとおり指定します。

　　令和３年６月３日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

道路の種類 路　線　名 区　　　間

一般国道 403号
上高井郡小布施町大字小布施772番の２地先から

上高井郡小布施町大字小布施822番の３地先まで

道路管理課

第
32120010002

号
豚 ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ｾﾞﾝﾉｰ	ﾃﾞｰ　ﾋｶﾞｼ	
19	5	03784

（日豚 D子	DD03-A005248）

上伊那郡中川村
長野県農協直販株式会社
長野県 SPF 種豚センター

２級
令和3年4月14日

～
令和4年4月13日

全国一円

公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和３年６月３日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　		（仮称）佐久インター前商業施設

　　　佐久市岩村田北１－22－１ほか


